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令和６年(行ウ)第３８６号 国葬関連文書「不存在」決定処分取消等請求事件  

原 告 特定非営利活動法人Ｔａｎｓａ 

被 告 国（処分行政庁：内閣官房内閣総務官、内閣府大臣官房長） 

 

証拠説明書（２） 

 

２０２５年２月２５日 

 

 東京地方裁判所民事第３部 A２係 御中 

 

原告訴訟代理人 

弁護士   喜田村  洋 一 

                同  二 関  辰 郎 

                同  高 橋  涼 子 

                同  小 野  高 広 

                同  西 村  友 希 
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甲号証 標目(原本･写の別) 作成年月日 作成者 立証趣旨 

甲３１ 情報公開法の制

度運営に関する

検討会報告 

写

し 

2005（平成

17）年 3 月

29 日 

情報公開

法の制度

運営に関

する検討

会 

情報公開法制定時の附則 2

項等に基づき、情報公開法

の制度運営に関する検討会

が設置され、同検討会にお

いて情報公開法の制度運営

の改善措置等が検討された

こと 

同検討会が作成した報告

書は、不開示決定に際して

の理由付記に関する改善措

置として、「特に、文書の

不存在を理由とする不開示

決定については、例えば、

請求対象文書をそもそも作

成・取得していない、作成

したが保存期間が経過した

ので廃棄した、あるいは請

求対象文書が個人メモであ

って組織共用文書ではない

から対象文書としてはない

など、不存在の要因につい

ても付記することを徹底す

る必要がある」と指摘して

いること（27 頁） 

甲３２ 行政機関の保有

する情報の公開

に関する法律及

び独立行政法人

等の保有する情

報の公開に関す

る法律の趣旨の

徹底等について 

写

し 

2005（平成

17）年 4 月

28 日 

総務省行

政管理局

長 

左記文書は、情報公開法

の制度運営に関する検討会

が報告（甲 31）を公表した

ことを受け、政府として

は、今後、同報告に基づい

て必要な措置を講じていく

が、以下の事項については

各行政機関等において、職

員にその趣旨の徹底を図

り、適正な運用を図られた

いとして、その 5 項(2 頁)

（不開示決定に際しての理

由付記）で、「文書の不存

在を理由とする不開示決

定」について、「請求対象

文書をそもそも作成・取得

していない、作成したが保

存期間が経過したので廃棄

したなど、対象文書が存在
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甲号証 標目(原本･写の別) 作成年月日 作成者 立証趣旨 

していないことの要因につ

いても付記することを徹底

すること」を求めているこ

と 

左記文書では、物理的不

存在の 2 類型を記載したう

えで「など」と記載してい

るが、この通知は甲 31 の

検討会報告を受けたもので

あり、「など」は、検討会

報告の明示する解釈上不存

在の場合（請求対象文書が

個人メモであって組織共用

文書ではないから対象文書

としてはないなど）を指し

ていること 

以 上  


